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議案第８４号 

 

令和元年度おいらせ町一般会計補正予算（第３号）について 

 

令和元年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８，５０２千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，９４７，７５５千円

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規

定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表

繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

 

  令和 元 年１２月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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第２表  繰 越 明 許 費 

 

 

款 項 事   業   名 金     額 

   千円 

９  消  防  費 １  消  防  費 百 石 第 ４ 分 団 拠 点 施 設 建 替 事 業  ３５，０８６   
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第３表  債 務 負 担 行 為 補 正 

 

追 加                                                              （単位：千円） 

事               項 期    間 限  度  額 

児 童 館 指 定 管 理 運 営 費 令和元年度～令和６年度 ２６４，１９２ 

み な く る 館 等 指 定 管 理 運 営 費 令和元年度～令和４年度 ２０１，１９４ 
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第４表   地  方  債  補  正 

  変 更 

 

  

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利   率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

 千円    千円    

百 石 漁 港 改 修 事 業 49,300 

 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利率

見直し方式で 

借入れる場合、

利率の見直し 

を行った後に 

おいては、当該

見直し後の利

率） 

 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合にはその

債権者と協定する

ものによる。 

ただし、町財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、又は繰上

償還もしくは低利

に借換えすること

ができる。 

51,300 

 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借入れる場合、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合にはその

債権者と協定する

ものによる。 

ただし、町財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、又は繰上

償還もしくは低利

に借換えすること

ができる。 

町 道 舗 装 補 修 事 業 28,000 11,700 

百石第４分団拠点施設整備事業 24,100 26,300 


